
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ３－８９０ 傘及びつえ部品及び付属品

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ３－８９０ 全 傘及びつえ部品及び付属品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ２－４９０ 自動車部品及び付属品、自転車用傘立て 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

傘用下げひも 傘袋 傘用露先止め 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

傘及びつえの部品及び付属品のうち以下に含まれないものを分類する。 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠な

 

［傘・杖の保持具について］ 

・ 携帯して使用するタイプのものは、Ｂ３－８９０

（以下①～③を含む） 

① 身体や鞄などに装着して、傘・杖を持ち運
② 傘・杖に取り付けて、机や椅子などに一時
③ 傘袋 

 

 

 

 

1139743  
ステッキ用継ぎ具 

1112173 杖スタンド 1161059 傘袋 

 

1161461 杖保持具 
ど） 

（傘及びつえ部品及び付属品）に分類する。 

びするための器具 

的にひっかけるための器具 

登録 1163853号 

バッグ用脱着式マグネット傘ホルダー本体 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

［傘・杖の保持具について］（続き） 

・ 壁等に固着して使用するもののうち、傘・杖の一部を保持する小型のものは、Ｄ６－２０（壁取付け小型

整理用具）に分類しＤタームＢ（挟持型）を付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 壁等に固着して使用するもののうち、以下①又は②は、Ｄ６－４０４（傘立て）に分類しＤタームＢ（取付け

型）を付与する。 

① 受け皿を有するもの。（受け皿のみを含む） 
② 傘・杖を保持する箇所が２ヶ所以上あるものなど、ある程度の長さを有するもの（受け皿を有してい
ないものも含む） 

 

登録 1007777号 

傘支持具 
登録 1229763号 

傘保持具 

①の事例 

登録 905149号 
傘立て用フック 

②の事例 ①及び②の事例 

登録 930814号 
傘立て 

登録 961639号 
かさ立て 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


